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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
十
九
号

海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の

四
の
五
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
四
の
五
第

二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
場
合
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

 

海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
四
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
場
合
を
定
め
る
告
示 

海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
四
の
五
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
場
合
は
、
出
港
か
ら
次
の
入
港
ま
で
の
時
間
が
五
十
分
未
満
で
あ
る
と
き
と
す
る
。 


